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日
本
の
医
療
、
皆
保
険
制

度
は
い
ま
、
か
つ
て
な
い
岐

路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
医

院
経
営
は
２４
年
度
改
定
に
よ

る
診
療
報
酬
の
大
幅
減
に
加

え
、
こ
の
間
の
物
価
上
昇
等

に
よ
り
急
激
に
悪
化
。
各
医

療
団
体
や
全
国
知
事
会
等
か

ら
は
、
次
回
改
定
を
待
た
ず

早
急
な
「
期
中
改
定
」
の
実
施

が
叫
ば
れ
て
い
る
。
国
民
の

実
質
賃
金
も
減
少
し
、
９
月

末
に
は
後
期
高
齢
者
の
窓
口

負
担
２
割
負
担
者
へ
の
「
配

慮
措
置
」
も
期
限
を
迎
え
る
。

さ
ら
に
秋
か
ら
政
府
の
方
で

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外
し

が
議
論
さ
れ
る
な
ど
、
国
民

か
ら
医
療
が
遠
ざ
け
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
医
療
・

健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
２６

回
目
を
迎
え
、
１０
月
１９
日

（
日
）
１３
時
か
ら
「
横
浜
そ

ご
う
」
前
の
新
都
市
プ
ラ
ザ

で
開
催
す
る
。
「
お
金
の
心

配
な
く
、
安
心
し
て
医
療
に

か
か
れ
る
社
会
へ
」
を
キ
ャ

ッ
チ
コ
ピ
ー
に
、
医
療
問
題

の
県
民
・
市
民
へ
の
啓
発
に

努
め
る
。

　

企
画
と
し
て
は
、
例
年
の

医
科
・
歯
科
の
健
康
相
談
に

加
え
、
県
栄
養
士
会
の
協
力

に
よ
る
「
栄
養
相
談
」
を
初

め
て
実
施
し
、
幅
広
い
市
民

か
ら
の
相
談
・
要
望
に
対
応

す
る
。
ま
た
Ｋ
ア
リ
ー
ナ
が

で
き
た
こ
と
で
、
従
来
よ
り

も
若
い
層
の
人
通
り
が
増
え

て
お
り
、
「
健
康
イ
ベ
ン
ト
」

の
要
素
を
取
り
入
れ
る
。
幅

広
い
世
代
が
関
心
を
寄
せ
る

「
肌
年
齢
測
定
」
の
実
施
や
、

子
ど
も
を
連
れ
た
フ
ァ
ミ
リ

ー
層
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た

「
ち
び
っ
こ
写
真
館
」
も
開

設
す
る
。
ま
た
市
民
へ
の
啓

発
目
的
で
、
例
年
の
「
窓
口

負
担
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
加
え

て
、
保
険
証
に
関
す
る
質
問
、

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外
し

の
問
題
な
ど
の
設
問
を
立
て

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
・
課
題

に
対
応
で
き
る
「
相
談
ブ
ー

ス
」
も
設
置
し
、
市
民
か
ら

の
切
実
な
声
に
も
対
応
し
た

い
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
一
本
化

を
巡
る
問
題
で
は
、
７
月
末

に
多
く
の
国
民
健
康
保
険
や

後
期
高
齢
者
の
保
険
証
が
有

効
期
限
を
迎
え
た
。
厚
労
省

は
「
超
法
規
的
措
置
」
と
し

て
、
有
効
期
限
切
れ
で
も
翌

年
３
月
末
ま
で
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
照
会
が
前
提
で

使
用
可
能
と
し
た
が
、
行
き

当
た
り
ば
っ
た
り
の
対
応
で

医
療
現
場
に
丸
投
げ
状
態
で

あ
る
。
「
高
額
療
養
費
」
の

上
限
負
担
額
の
引
き
上
げ
も

未
だ
決
着
し
て
い
な
い
。
ま

た
マ
イ
ナ
保
険
証
の
使
用
率

は
未
だ
３
割
と
支
持
を
得
ら

れ
て
お
ら
ず
、
当
然
な
が
ら

市
民
の
不
安
は
大
き
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
先
生
方
に
は

診
療
室
を
飛
び
出
し
て
、
市

民
と
の
対
話
の
機
会
と
な
る

「
医
療
・
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
に
積
極
的
に
ご
参
加

い
た
だ
き
た
い
。

市
民
と
の
対
話
・
健
康
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
、

日
本
の
医
療
に〝
希
望
〟を
！

医
療
・
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に

ご
参
加
を

第
３２
期
第
４
回
理
事
会
　
８
月
２８
日
（
木
）

〈
役
員
２９
名
、出
席
２５
名
（
う
ち
Ｗ
Ｅ
Ｂ
７
名
）〉

を
ど
う
展
開
す
る
か
等
を
ポ

イ
ン
ト
に
議
論
を
行
っ
た
。

　

▽
参
議
院
選
挙
で
当
選
さ

れ
た
神
奈
川
選
挙
区
議
員
４

名
を
祝
意
訪
問
し
、
今
後
に

向
け
た
懇
談
要
請
を
行
っ
た

こ
と
、
▽
診
療
所
の
経
常
利

【
議
長
報
告
】

　

物
価
上
昇
に
よ
り
医
療
機

関
の
経
営
と
地
域
医
療
が
危

機
的
な
状
況
に
あ
り
、
診
療

報
酬
の
期
中
改
定
及
び
２
０

２
６
年
度
改
定
に
向
け
大
幅

な
引
き
上
げ
を
求
め
る
運
動

益
率
の
最
頻
が
病
院
よ
り
悪

く
医
療
費
は
保
険
料
と
税
金

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
医
療

費
財
源
が
痩
せ
細
る
と
医
療

危
機
が
深
刻
化
す
る
こ
と
、

▽
県
政
の
次
年
度
予
算
要
望

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
各
党

会
派
と
懇
談
を
行
い
、
６
項

目
の
要
求
を
行
っ
た
こ
と
、

▽
医
療
活
動
と
し
て
「
歯
初

診
」
施
設
基
準
研
修
会
で
８

名
が
入
会
し
た
こ
と
、
▽
８

月
以
降
も
有
効
期
限
切
れ
の

保
険
証
で
オ
ン
資
照
会
が
使

用
可
能
で
あ
る
取
り
扱
い
を

Ｆ
Ａ
Ｘ
ニ
ュ
ー
ス
で
配
信
し

た
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ

た
。
ま
た
当
面
の
医
療
運
動

の
中
で
、
社
会
保
障
の
原
点

に
戻
る
こ
と
が
窓
口
負
担

「
ゼ
ロ
の
会
」
の
趣
旨
で
あ

る
と
の
認
識
を
確
認
し
た
。

２６
年
度
新
点
数
研
究
会
の

日
程
、
第
３２
期
執
行
体
制
の

確
認
、
臨
時
評
議
員
会
、
次

回
の
定
時
総
会
・
記
念
講
演

を
検
討
し
閉
会
と
な
っ
た
。

（
議
長
・
山
本
○医
）

臨
床
懇
話
会

若
年
性
線
維
筋
痛
症
の

病
態
と
不
登
校
に
つ
い
て

し
く
観
察
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ら
の
症
状
を
①
自
律
神
経
内
分

泌
系
障
害
、
②
感
覚
器
過
敏
障

害
、
③
歩
行
運
動
器
障
害
、
④

情
動
認
知
障
害
、
⑤
体
性
リ
ズ

ム
障
害
に
５
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
①
～
⑤
を
統
括
す

る
脳
部
位
が
間
脳
、
即
ち
〈
視

床
‐
視
床
下
部
‐
下
垂
体
〉
と

特
定
さ
れ
、
実
際
、
特
殊
な
画

像
検
査
で
こ
の
部
位
に
炎
症
病

巣
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
原
因
検
索
は
こ
れ
か
ら

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
児
童

生
徒
が
増
加
し
て
い
る
現
在
、

医
療
・
教
育
界
は
早
急
に
対
応

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

講師の横田氏

し
て
い
く
疾
患
で
あ
る
。
特
徴

的
な
１８
圧
痛
点
の
検
出
と
全
身

筋
の
硬
化
・
圧
痛
を
検
出
す
る

こ
と
で
診
断
さ
れ
る
。

　

一
般
的
な
血
液
検
査
や
画
像

検
査
は
正
常
で
あ
り
、
症
状
が

き
わ
め
て
多
彩
で
あ
る
が
故

に
、
診
断
に
戸
惑
う
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
諸
症
状
の
経
過
を
詳

疾
患
で
あ
り
、
文
科
省
の
不
登

校
の
原
因
に
も
盛
り
込
ま
れ
て

お
ら
ず
、
今
後
全
国
的
な
調
査

が
必
須
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で

は
医
療
界
に
お
い
て
も
本
症
は

な
か
な
か
扱
わ
れ
る
こ
と
の
少

な
い
疾
患
で
あ
り
、
従
っ
て
、

学
校
関
係
者
に
も
知
ら
れ
て
い

な
い
疾
患
で
あ
る
。
一
方
、
欧

米
で
は
す
で
に
１
９
９
０
年
頃

か
ら
小
児
の
健
康
を
脅
か
す
病

態
「
慢
性
疼
痛
」
と
し
て
調
査
・

研
究
部
は
６
月
１４
日
、
臨
床

懇
話
会
を
協
会
会
議
室
と
Ｗ
Ｅ

Ｂ
併
用
で
開
催
。
湘
南
よ
こ
た

医
院

院
長
・
横
田
俊
平
氏
が

講
演
し
、
６２
名
が
参
加
し
た
。

事
後
抄
録
を
掲
載
す
る
。

　

文
科
省
報
告
に
よ
る
と
、
２

０
２
３
年
度
に
３０
日
以
上
登
校

が
叶
わ
な
か
っ
た
児
童
生
徒

は
、
全
国
で
約
３５
万
人
に
達
す

る
。
御
殿
場
市
で
新
規
に
開
設

し
た
「
小
児
難
病
セ
ン
タ
ー
」

に
私
が
勤
務
し
た
と
こ
ろ
、
多

く
の
不
登
校
児
の
受
診
が
あ

り
、
そ
の
約
半
数
が
若
年
性
線

維
筋
痛
症
と
診
断
さ
れ
た
。
本

症
は
一
見
健
康
そ
う
に
見
え
る

対
応
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

　

本
症
は
、
１０
歳
以
降
に
罹
患

者
が
急
増
す
る
疾
患
で
、
全
身
、

特
に
後
頚
部
・
僧
帽
筋
‐
背
部

‐
腰
部
‐
臀
部
‐
大
腿
・
下
腿

背
面
の
抗
重
力
筋
の
過
緊
張
・

硬
化
・
疼
痛
、
慢
性
頭
痛
、
昼

夜
逆
転
と
な
る
睡
眠
障
害
な
ど

に
、
怠
さ
・
労
作
後
疲
労
、
眩

暈
・
立
ち
眩
み
、
腹
痛
・
摂
食

不
良
、
心
臓
痛
・
動
悸
・
息
苦

し
さ
、
生
理
異
常
・
反
応
性
低

血
糖
症
な
ど
の
自
律
神
経
内
分

泌
系
障
害
、
光
・
音
・
臭
い
な

ど
の
感
覚
過
敏
症
、
膝
折
れ
・

脱
力
・
不
随
意
運
動
、
不
安
感
・

抑
う
つ
傾
向
、
物
忘
れ
等
、
多

彩
な
症
状
が
出
現
し
、
重
層
化

最
低
賃
金
１
千
２
２
５
円
へ

最
低
賃
金
１
千
２
２
５
円
へ

引
き
上
げ

引
き
上
げ

迅
速
な
対
応
を

迅
速
な
対
応
を

【
労
務
編
】

今
年
も
最
低
賃
金
の
引
上
げ

が
１０
月
４
日
か
ら
実
施
と
な
り

ま
す
。
前
年
に
引
き
続
き
、
神

奈
川
県
は
１
千
２
２
５
円
（
前

年
比
＋
６３
円
）
と
大
幅
な
引
き

上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

（
Ｑ
１
）
当
院
の
給
与
は
毎
月

１５
日
締
め
・
２５
日
払
い
と
し
て

い
ま
す
。
「
時
給
制
」
の
職
員

に
は
こ
れ
ま
で
の
最
低
賃
金

（
１
千
１
６
２
円
）
で
支
払
っ

て
い
ま
し
た
が
、
１０
月
４
日
以

降
の
労
働
分
の
み
新
し
い
最
低

賃
金
額
（
１
千
２
２
５
円
）
以

上
で
計
算
し
て
支
払
う
必
要
が

あ
り
ま
す
か
。

（
Ａ
１
）
そ
の
通
り
で
す
。
最

低
賃
金
の
改
定
日
（
２
０
２
５

年
は
１０
月
４
日
）
以
降
は
最
低

賃
金
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
必

要
が
あ
り
、
対
応
し
て
い
な
い

と
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
（
最
低
賃
金
法
第
４０

条
）
。
こ
の
場
合
、
９
月
１６
日

～
１０
月
３
日
は
従
来
の
賃
金

（
１
千
１
６
２
円
）
で
す
が
、

１０
月
４
日
～
１５
日
は
最
低
賃
金

（
１
千
２
２
５
円
）
以
上
の
賃

金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

（
Ｑ
２
）
職
員
の
う
ち「
月
給
制
」

の
職
員
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
に
最
低
賃
金
の
水
準
を
ク
リ

ア
し
て
い
る
か
ど
う
か
み
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
か
。

（
Ａ
２
）
「
月
給
制
」
の
職
員
の

賃
金
が
最
低
賃
金
額
の
水
準
を

満
た
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
最
低
賃
金
の
対

象
と
な
る
月
給
（
賃
金
）
を
時

間
額
に
し
て
、
適
用
さ
れ
る
最

低
賃
金
額
（
１
千
２
２
５
円
）

を
比
較
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

次
の
計
算
式
を
使
っ
て
比
較
し

て
く
だ
さ
い
。「
月
給
÷
１
カ

月
の
月
平
均
所
定
労
働
時
間
＝

時
間
額≧

最
低
賃
金
額
（
１

千
２
２
５
円
）」

　

な
お
、
最
低
賃
金
額
と
比
較

す
る
際
の
月
給
（
賃
金
）
に
は
、

①
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
及

び
家
族
手
当
、
②
割
増
賃
金
（
時

間
外
労
働
手
当
、
休
日
労
働
手

当
、
深
夜
労
働
手
当
）
、
③
賞

与
な
ど
１
カ
月
を
超
え
る
期
間

ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
④

結
婚
手
当
―
な
ど
臨
時
に
支
払

わ
れ
る
賃
金
は
含
め
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇

　

政
府
が
「
２
０
２
０
年
代
に

は
地
域
別
最
低
賃
金
を
全
国
平

均
１
千
５
０
０
円
以
上
へ
引
き

上
げ
る
」
と
い
う
具
体
的
な
方

針
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
今
後
も
大
幅
な
最
低
賃
金

引
き
上
げ
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

最
低
賃
金
は
、
毎
年
８
月
ご

ろ
に
確
定
す
る
た
め
、
来
年
以

降
も
早
め
に
該
当
者
の
点
検
・

準
備
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

事後抄録

保険医新聞保険医新聞
ホームページからホームページから
読めます読めます

　過去の保険医新聞を
協会ホームページでもご
覧いただけます。 最新
号は会員の先生のお手
元に届く頃にアップロード
予定です。 お問合せは
新 聞 部（ ℡ 045-313-
2111）まで。

※ ログインの際は、 会員に公
開しているユーザー名、 パ
スワードの入力が必要となり
ます

児童虐待防止児童虐待防止へ、医療機関の第一歩
子育て支援リーフレット（無料）、注文受付中

　児童虐待による死亡事例件数が今なお増加の一途をた

どっており、問題が深刻化しています。医療機関として

児童虐待防止へ踏み出せる第一歩は、子育てに悩むお母

さんを支援窓口に「つなぐ」こと、不審な外傷が多い子

どもなどの“気になる親子”を児童相談所へ「つなぐ」

ことではないでしょうか。

　「子育て支援リーフレット」には、気軽に相談できる子育

て支援センターなどの相談窓口一覧を掲載しています。

　待合室に置きやすいB5の3つ折りサイズで、誰もが手に取

りやすいように「お母さん、ひとりで悩まないで」と書かれています。作成当

初より繰り返しご注文いただいている先生方も県内各地におられます。

　ぜひ、窓口での配布にご協力をお願い致します。

　ご注文は地域医療対策部まで（ ℡ 045‐313‐2111）。


